
佐渡汽船カーシェア＜料金および料金計算ルール＞ 

 

1．料金の基本構成 

本サービスの料金は、以下により構成されます。 

区分 内容 

利用料金 車両利用時間に応じた基本料金 

追加料金 返却予定時刻を超過した場合に発生する料金 

費用負担 利用ルール違反等により発生する費用・損害金 

合計金額 上記の合計 

 

2．貸渡期間と料金計算 

項目 内容 

貸渡期間 開錠時または予約開始時刻のいずれか早い時刻から返却完了時刻まで 

料金発生時点 予約開始時刻の到来時点 

料金計算対象時間 予約開始時刻から返却完了時刻まで 

※予約開始前に開錠した場合であっても、料金は予約開始時刻から計算されます。 

 

3．料金計算ルール 

1. 利用料金は、予約開始時刻から返却完了時刻までの時間に基づき算出します。 

2. 返却完了とは、車両の施錠および所定の利用終了操作が完了した時点をいいます。 

3. 返却予定時刻を超過した場合は、返却完了時刻までの時間に基づき再計算します。 

 

4．返却時刻変更 

状態 取扱い 

利用中 他の予約に影響がない場合に限り変更可能 

返却予定時刻経過後 変更不可 

 

5．追加料金 

（1）返却予定時刻超過 

内容 取扱い 

返却予定時刻前の延長 他の予約に影響がない場合に限り可能 

返却予定時刻超過 返却完了時刻までの利用時間に基づき課金継続 

※返却予定時刻を超過した場合、当該時点以降の利用は正規の利用状態ではなく、予約に基づかない利用として

取り扱います。 

※一定時間以上の超過については、別途定める料金を適用する場合があります。 

 

（2）無断超過 

返却予定時刻を超過し、かつ連絡または変更手続が行われていない場合、当社は以下の対応を行うことがありま

す。 



• 利用停止または利用登録の取消し 

• 当社が別途定める追加料金の請求 

• 車両回収その他必要な措置 

また、これにより当社の運営に支障が生じた場合、当該利用者は、当社に生じた費用・損害および対応に要した

一切の負担を負うものとします。 

 

6．費用負担 

利用者の行為または義務不履行により当社に負担が生じた場合、利用者は当該負担に係る費用および損害を負担

するものとします。 

（1）返却遅延等に伴う費用 

返却遅延または無断超過により、当社の運営または次の利用者に影響が生じた場合、利用者は以下の費用を負担

する場合があります。 

• 営業補償相当額 

• 車両調整費用 

• 代替手配費用 

• 人員対応費用 

 

（2）駐車違反に関する費用 

利用者が駐車違反を行った場合は、自らの責任において反則金の納付および出頭その他必要な手続を行うものと

します。 

当該手続が行われない場合、または当社への報告がない場合、利用者は以下の費用を負担するものとします。 

• 当社所定の駐車違反金 25,000 円（不課税） 

• 放置違反金相当額 

• 出頭・納付に係る対応費用 

• 書類作成および送付に係る事務費用 

• 調査費用 

• その他当社の対応に要した一切の費用 

 

（3）給油カードの不正利用に関する費用 

利用者が給油カードを本来の目的以外に使用した場合、利用者は以下の費用を負担するものとします。 

• 不正利用額の全額 

• 当社所定の違約金（不正利用額の 3倍相当額。ただし 30,000 円を下限とする） 

• 調査および対応に要した費用 

 

（4）車両備品等の紛失・毀損に関する費用 

利用者が以下に該当する場合、利用者は実費相当額および関連費用を負担するものとします。 

• 車両キーの紛失、破損、持ち帰り 

• キーボックスの破損または機能不全 

• 給油キャップの紛失または破損 

• 給油カードの紛失または毀損 

• 車載備品の紛失または毀損 

前項の費用には、以下を含みます。 



• 再発行費用 

• 修理費用 

• 車両利用停止に伴う営業補償相当額 

• 緊急対応費用（現地対応・人員派遣等） 

 

（5）規約違反等に関する費用 

以下に該当する場合、利用者は当社に生じた費用および損害を負担するものとします。 

• 無断運転 

• 禁止行為 

• 故意または重大な過失による損害 

• 虚偽申告その他不正行為 

 

7．決済 

1. 利用料金および前条に定める費用は、利用終了後に確定します。 

2. 確定した料金および費用は、登録済みクレジットカードにより決済します。 

3. クレジットカード会社の処理により、請求時期が前後する場合があります。 

4. クレジットカードによる決済ができない場合、利用者は当社の指定する方法により支払うものとします。 

 

8．表示および通知との関係 

利用明細等では、以下の区分で表示します。 

表示項目 内容 

貸渡期間 開錠または予約開始時刻のいずれか早い時刻から返却完了まで 

料金計算時間 予約開始時刻から返却完了まで 

精算内容 最終的な請求金額 

 


